
大阪市消費者行政連絡調整会議設置要綱（平成 23年３月７日制定）の全部を次のように改正する。 

 

大阪市消費者行政連絡調整会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市における消費者行政を総合的かつ円滑に推進するため、大阪市消費者行政連絡調整会議（以

下「連絡調整会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 連絡調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 消費者行政に関する施策についての関係局等相互間の連絡調整及び情報共有に関すること 

(2) 消費者行政に関する施策についての事業連携及び協力に関すること 

(3) 前２号に掲げるもののほか、連絡調整会議において必要と認める事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 連絡調整会議は、大阪市市長直轄組織設置条例（平成 24年大阪市条例第 12号）第１条に掲げる

組織、区役所、大阪市事務分掌条例第 1条に掲げる組織、危機管理室、会計室、消防局、水道局、教育

委員会事務局、行政委員会事務局及び中央卸売市場の総務を担当する課長の職にある者、消費者センタ

ー所長で組織する。 

２ 連絡調整会議に座長を置き、消費者センター所長をもって充てる。   

３ 連絡調整会議に幹事を置き、第１項に規定する者のうち区役所、危機管理室、経済戦略局、市民局、

福祉局、健康局、こども青少年局、環境局、都市整備局、消防局及び教育委員会事務局の総務を担当す

る課長、消費者センター所長をもって充てる。 

 

（座長の職務） 

第４条 座長は連絡調整会議の事務を総理する。 

 

（会議） 

第５条 連絡調整会議及び幹事会は、座長が招集して行う。 

２ 連絡調整会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。 

３ 座長が必要と認めるときは、第３条第１項に規定する者以外の者に会議への出席を求めることができ

る。 

 

（庶務） 

第６条 連絡調整会議の庶務は、消費者センターにおいて処理する。 

 

（施行の細目） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は座長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30年７月１日から施行する。 


